
 
 

寄附金を充当する予定の事業内容等 
（租税特別措置法施行令第 26条の 28の 2第 2項第 2号ロ（2）に規定する書類） 

 
法 人 名 国立大学法人埼玉大学 

 

 
 

事 業 名  
具体的な事業内容 

（実施場所・実施年月日・受益対象者等） 
寄 附 金 充 当 予 定 額 

 
能登半島地震 
緊急支援金 

 
被災した学生に対して給付を行う 
（令和６年度） 

 
600,000 円 

 
その他未定 

  

   

   

   

   

   

 


